


復職審議委員会規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、労働協約第39条第１項第３号に基づき、復職審議委員会（以下｢委員会｣という。）について定めたものである。

（目　　的）
第２条　　委員会は、負傷疾病により、休職または長期に欠勤していた者が復職または出勤しようとするときその可否を協議決定する。

（構　　成）
第３条　　委員会は次の委員をもって構成する。
1. 　会　社　１名以上３名以内
2. 　組　合　１名以上３名以内
3. 　産業医

（付議事項）
第４条　　委員会に付議する議案は、労働協約第39条第１項第１号及び第48条第２項に該当する事項とする。

（開　　催）
第５条　　委員会は復職診断書の受理後速やかに開催されなければならない。

（決　　議）
第６条　　委員会の決議は出席委員の合意による。

（決議事項の通知）
第７条　　委員会で決議した事項は、工場長、所属長、総務部長ならびに組合執行委員長に通知しなければならない。

（参考意見の聴取）
第８条　　委員会が認めたときは、関係者などを招集してその意見を聞き審議に資することができる。

（機密保持）
第９条　　委員会に出席した者は、委員会で発表を制限した事項を他にもらし、または公表してはならない。
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